
５山瀬漁調指示第３号  

 

 漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１２０条第１項の規定に基づき、次のとおり指

示する。 

 

 

  令和６年２月２９日 

 

 

山口県瀬戸内海海区漁業調整委員会  

会 長  森友 信   

 

 

１ 指示する内容 

  次のアからオまでの点を順次結んだ線と最大高潮時海岸線とによって囲まれた海域

（最大高潮時海岸線から５００メートル以内の海域を除く。）において、５月１日から 

１０月３１日までの間、投びょうして、かつ、釣りによって水産動物を採捕してはなら

ない。 

  ア 柳井市平郡島長崎突端 

  イ 伊予灘航路第６号灯浮標（北緯３３度４２分４８秒東経１３２度１３分） 

  ウ 伊予灘航路第７号灯浮標（北緯３３度４４分１８秒東経１３２度１７分５４秒） 

  エ 伊予灘航路第７号灯浮標（北緯３３度４４分１８秒東経１３２度１７分５４秒）

と平郡水道第３号灯浮標（北緯３３度５０分東経１３２度１７分３６秒）を結んだ

線と柳井市掛津島北端と大島郡周防大島町小水無瀬島北端とを結んだ線との交点 

  オ 柳井市平郡島平郡漁港羽仁A防波堤基部 

 

２ 指示の有効期間 

令和６年５月１日から令和９年４月３０日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【参考図】 


